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１ 説明会の概要 

1.1 事業者の名称、事務所の所在地及び代表者の氏名 

事業者の名称：神戸市 

事業者の住所：兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1 

代表者の氏名：神戸市長 久元 喜造 

 

1.2 対象事業の名称 

（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業 

 

1.3 説明会の開催概要 

（1）説明会の概要 

神戸市環境影響評価等に関する条例第 16 条の規定に基づき、評価書案の記載事項を

周知するための説明会を、神戸市西区内において 2 回開催した。 

来場者数は、2 回の合計で延べ 10 名であった。各会場における開催状況は、表 1 に

示すとおりである。 

 

表 1 評価書案説明会開催状況 

 日時 会場（定員数） 所在地 来場者数 

第 

１ 

回 

令和 5年 3月 25日(土) 

午後 2時～午後 3時 

押部谷地域福祉センター 

第一会議室 

（25名） 

西区押部谷町 

西盛字老之本 

313 

7名 

第 

２ 

回 

令和 5年 3月 28日(火) 

午後 6時 30分 

～午後 7時 30分 

西区役所櫨谷出張所 

別館 2階会議室 

（25名） 

西区櫨谷町 

長谷 71-1 
3名 

 

（2）周知の方法 

神戸市ホームページに掲載すると共に、神戸市広報誌［全市版］（令和 5 年 4 月号）

に、評価書案説明会の開催案内を掲載し、周知した。 
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２ 説明会の実施結果 

2.1 説明の内容 

説明資料「評価書案のあらまし」を配布し、以下の次第により実施した。 

1）開会、出席者紹介等（10 分） 

2）説明（20 分） 

3）質疑応答（30 分） 

 

2.2質疑応答の内容 

質疑応答の内容は、表 2 に示すとおりである。 

 

表 2(1) 質疑応答の内容 

項目 質疑 回答 

環境全般 項目ごとに設定されている環境保全目

標値について、設定の考え方を教えてほ

しい。 

環境保全目標値は、国や自治体におい

て定められている環境基準等の環境の保

全に係る目標や基準等を設定している。 

現地調査の地点はどのような考え方で

設定したのか。 

大気質、騒音、振動は人の健康に影響

を及ぼす項目であることから、事業実施

区域に最も近い木見地区の住居への影響

を把握するため、住居近傍を調査地点と

して設定している。また、工事及び施設

関係車両が神戸三木線バイパスや小部明

石線等を走行するため、近傍に住居が存

在する沿道を調査地点として設定してい

る。 

植物・動物等の自然環境に関する項目

は、事業実施区域内だけでなく、周辺環

境の状況も把握するため、実施区域の端

部から約 100m の範囲も調査範囲として

設定している。 

振動 川池の水門のナットが緩み鉄板が落下

したことがあるが、この原因は神戸三木

線（旧道）を走行する車両による振動で

あると考えている。新産業団地が完成す

ると、振動がさらに大きくなるのではな

いかと懸念している。 

神戸三木線（旧道）については、工事

関係車両は川池が位置する仏谷橋以北を

走行させず、施設関係車両は走行させな

い計画としている。 
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表 2(2) 質疑応答の内容 

項目 質疑 回答 

植物・動

物・生態

系 

動物、植物、生態系について、影響が

生じる・可能性がある、としている予測

結果に対して、どのような対策を考えて

いるのか。事業が自然破壊に繋がるので

はないかと不安を持っている。 

新産業団地の完成後においても、環境

保全措置を実施したことにより、希少な

動植物の生息・生育が維持されていると

いうことが理想であり、それに向けた最

大限の努力をお願いしたい。 

動物、植物、生態系への影響について

は、改変の回避や生息環境の整備、移植

等の環境保全措置を実施し、事業者とし

て可能な限り、工事及び供用に伴う影響

を回避・低減することとしている。 

植物・動物などの調査は、専門家が行

ったのか。 

植物や動物の分類に応じた専門性の高

い調査員により調査を実施している。 

地球温暖

化 

供用後は二酸化炭素が合計で 5 万トン

発生すると予測しており、緑化の推進等

の環境保全措置を実施することで影響の

回避・低減に努めるとしている。全世界

で地球温暖化の影響について対応を問わ

れている中で、発生する二酸化炭素に対

して対策や事後調査をしないのか。 

供用後については、進出事業者にエネ

ルギー消費量の低減の要請や温室効果ガ

ス排出抑制計画書に基づいた対策の実施

を要請する等の環境保全措置を実施し、

影響の回避・低減に努めていく。 

事後調査についても、環境保全措置の

実施状況を把握することとしており、事

業者として可能な限りの対応を検討して

いる。 

そ の 他

（地域交

通） 

施設関係車両等の走行ルートは、全て

既存の道路ということでよいか。 

また、施設関係車両の発生・集中交通

量の算出方法と、その台数は適切な値な

のか、現状の交通量にその台数が上乗せ

されるということでよいか、さらにその

場合の環境影響評価の結果について教え

てほしい。 

施設関係車両等は全て既存の道路を走

行する計画である。 

また、施設関係車両の発生・集中交通

量は、本事業の土地利用計画や神戸テク

ノ・ロジスティックパークの実績等を参

考に算出しており、妥当な台数であると

考えている。 

予測にあたっては、現状の交通量に、

施設関係車両を上乗せしているが、予測

の結果は交通渋滞を表す指標である限界

需要率及び交通容量比 1.0 を下回ってお

り、著しい影響は生じないと評価してい

る。 

新産業団地の全てに事業者が入居した

場合においても、限界需要率や交通容量

比 1.0 を上回らないということでよい

か。 

また、事後調査において、限界需要率

や交通容量比 1.0 を上回り、交通渋滞が

頻繁に生じるような状況が確認された場

合には、どのような対策を行うのか。 

新産業団地の全てに事業者が入居した

場合においても、交通渋滞を表す指標を

下回ると予測している。 

事後調査において、交通混雑が頻繁に

生じるような状況が確認された場合に

は、当該結果を踏まえて、渋滞箇所やそ

の原因等を見極めながら、適切な対策を

行う。 
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表 2(3) 質疑応答の内容 

項目 質疑 回答 

そ の 他

（地域交

通） 

神戸三木線（旧道）は走行させないと

のことだが、現状で神戸市が管理してい

る布施畑環境センターの車両が走行して

いるため、本当に走行させない計画なの

か疑問がある。工事関係車両は指導でき

たとしても、進出事業者の車両は指導で

きないのではないか。地元としては今で

も車両の通行で困っており、これ以上の

被害を懸念している。 

現時点で、神戸三木線バイパスと神戸

三木線（旧道）との合流地点である大岩

橋を通行しにくくするようにお願いをし

ているところだが、新産業団地が完成す

れば、神戸三木線（旧道）の方が裏道で

通りやすいことから、走行台数が増加す

ると思われる。 

工事関係車両については、事業者とし

て徹底して管理する予定であり、仏谷橋

以北は走行させない計画である。 

また、神戸三木線（旧道）の裏道的な

利用を防ぐため、施設関係車両について

は、進出事業者に対する効率的な運行管

理等の要請を徹底し、神戸三木線バイパ

スの交通が円滑に流れるような状況にし

ていくことが重要と考えている。 
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【添付資料】 

・資料 1 配布資料：評価書案のあらまし（説明資料） 
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・資料 2 説明会広報資料（神戸市広報誌 令和 5年 4月号） 
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・資料 3 説明会広報資料（神戸市ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


